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水域 類型 達成期間
環境基準類型
指定水域数

達成水域数 達成率（％）

イ 4 4 100 

ＡＡ ロ  －  －  － 100 

ハ  －  －  － 

イ 17 16 94 

Ａ ロ 3 3 100 95 

ハ  －  －  － 

イ 11 10 91 

Ｂ ロ 6 4 67 83 

ハ 1 1 100 

イ 3 3 100 

Ｃ ロ  －  －  － 100 

河川 ハ 2 2 100 

イ  －  －  － 

Ｄ ロ  －  －  － 100 

ハ 1 1 100 

イ  －  －  － 

Ｅ ロ  －  －  － 100 

ハ 1 1 100 

イ 35 33 94 

計 ロ 9 7 78 

ハ 5 5 100 92 

合計 49 45 

イ  －  －  － 

Ａ ロ  －  －  － 0 

ハ 2 0 0 

イ  －  －  － 

Ｂ ロ 1 0 0 0 

湖沼 ハ  －  －  － 

イ  －  －  － 

計 ロ 1 0 0 

ハ 2 0 0 0 

合計 3 0 

イ 7 7 100 

Ａ ロ  －  －  － 100 

ハ  －  －  － 

イ 3 2 67 

Ｂ ロ  －  －  － 67 

ハ  －  －  － 

海域 イ 1 1 100 

Ｃ ロ  －  －  － 100 

ハ  －  －  － 

イ 11 10 91 

計 ロ  －  －  － 

ハ  －  －  － 91 

合計 11 10 

63 55 87 

(注)　達成期間 「イ」直ちに達成
「ロ」５年以内で可及的すみやかに達成
「ハ」５年を超える期間で可及的すみやかに達成

表３　河川、湖沼、海域別の環境基準達成状況（ＢＯＤ又はＣＯＤ）

合計
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② 全窒素及び全リン 

 環境基準の達成状況は、表5に示すとおりであった。 

 湖沼においては、3湖沼とも全窒素、全リンいずれも達成していなかった。 

 海域においては、全窒素及び全リンのいずれも環境基準を達成した。 

 

 

（％）

水域

年度
29 30 元 2 3 4 5 6

河  川 90 96 86 92 94 94 96 92 

(44/49) (47/49) (42/49) (45/49) (46/49) (46/49) (47/49) (45/49)

湖  沼 0 0 0 0 0 0 0 0 

(0/3) (0/3) (0/3) (0/3) (0/3) (0/3) (0/3) (0/3)

海  域 82 100 91 100 100 100 100 91 

(9/11) (11/11) (10/11) (11/11) (11/11) (11/11) (11/11) (10/11)

計 84 92 83 89 90 90 92 87 

(53/63) (58/63) (52/63) (56/63) (57/63) (57/63) (58/63) (55/63)
（達成水域数/環境基準

  類型指定水域数）

表４　環境基準達成状況の推移（ＢＯＤ又はＣＯＤ）

２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度

水域類型 項目 環境基準 年平均値 年平均値 年平均値 年平均値 年平均値

(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)

全窒素 0.6  0.85 ×  0.81 ×  0.88 ×  0.88 ×  1.0  ×

全リン 0.05  0.069 ×  0.063 ×  0.055 ×  0.062 ×  0.075 ×

木場潟 全窒素 0.6  0.59 ○  0.63 ×  0.76 ×  0.80 ×  0.74 ×

湖沼Ⅳ 全リン 0.05  0.066 ×  0.077 ×  0.074 ×  0.080 ×  0.070 ×

河北潟 全窒素 0.6  0.90 ×  0.75 ×  0.88 ×  0.73 ×  0.77 ×

湖沼Ⅳ 全リン 0.05  0.087 ×  0.078 ×  0.076 ×  0.094 ×  0.077 ×

七尾南湾甲 全窒素 0.3  0.19 ○  0.15 ○  0.15 ○  0.15 ○  0.16 ○

海域Ⅱ 全リン 0.03  0.017 ○  0.015 ○  0.013 ○  0.009 ○  0.010 ○

七尾南湾乙 全窒素 0.6  0.30 ○  0.29 ○  0.27 ○  0.25 ○  0.25 ○

海域Ⅲ 全リン 0.05  0.039 ○  0.045 ○  0.039 ○  0.030 ○  0.022 ○

（備考）七尾南湾乙は３基準地点（寿町防波堤内、万行防波堤内、大田防波堤内）の年平均値の平均

　　　　である。

新堀川
(柴山潟)
湖沼Ⅳ

環
境
基
準

表5　全窒素及び全リンの環境基準達成状況

環
境
基
準

環
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準
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5 その他の水質測定結果の概要 
 

 

5.1 全窒素及び全リン 

 富栄養化の原因物質とされる全窒素、全リンは、河川 28 水域 30 地点、湖沼 4 水域 8 地

点、海域 5 水域 7 地点で測定した。測定結果は参考資料 5 に示す。 

(1) 河川 

 河川において、全窒素の最大値及び平均値が最も高かった地点は浅野川下流の鞍降橋

で、最大値は 10 mg/L、平均値は 4.4 mg/L であった。 

 また、全リンの最大値及び平均値が最も高かった地点は八田川の金沢競馬場横で、最

大値は 0.46 mg/L、平均値は 0.19 mg/L であった。 

(2) 湖沼 

 湖沼において、全窒素の最大値が最も高かった地点は河北潟の大根布放水路前で、最

大値は 1.7 mg/L であった。平均値が最も高かった地点は新堀川（柴山潟を含む）の柴山

潟中央で最大値は 1.0 mg/L であった。 

 また、全リンの最大値が最も高かった地点は新堀川（柴山潟を含む）の柴山潟中央で最

大値は 0.14 mg/L であった。平均値が最も高かった地点は河北潟の大根布放水路前で、

平均値は 0.089 mg/L であった。 

(3) 海域 

 海域において、全窒素の最大値及び平均値が最も高かった地点は金沢港(甲)の泊地出

口で、最大値は 1.7 mg/L、平均値は 0.88 mg/L であった。 

 また、全リンの最大値及び平均値が最も高かった地点は金沢港(甲)の泊地出口で、最

大値は 0.097 mg/L、平均値は 0.055 mg/L であった。 

 

5.2 特殊項目（銅、全亜鉛） 

 銅、全亜鉛は、梯川水系を中心に河川 12 水域 20 地点、湖沼 1 水域 1 地点で測定した。

測定結果は参考資料 6 に示す。 

(1) 銅 

 銅の最大値が最も高かった地点は郷谷川の主谷川合流点下流で、最大値は 0.17 mg/L

であった。平均値が最も高かった地点は郷谷川の主谷川合流点上流及び主谷川合流点下

流で、平均値は 0.13 mg/L であった。 

(2) 全亜鉛 

 全亜鉛の最大値が最も高かった地点は郷谷川の主谷川合流点下流で、最大値は 0.35 

mg/Lであった。平均値が最も高かった地点は郷谷川の主谷川合流点下流で、平均値は0.27 

mg/L であった。 

 

5.3 その他の項目（陰イオン界面活性剤） 

 陰イオン界面活性剤は、河川 11 水域 11 地点、湖沼 1 水域 1 地点、海域 1 水域 1 地点で

測定した。測定結果は参考資料 7 に示すとおりであり、最大値が最も高かった地点は河原

田川のいろは橋で、最大値は 0.35 mg/L であった。平均値が最も高かった地点は河原田川
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のいろは橋で、平均値は 0.12 mg/L であった。 

 

5.4 水生生物保全環境基準に係る事前調査結果 

 水生生物保全環境基準に係る事前調査として全亜鉛、ノニルフェノール、直鎖アルキル

ベンゼンスルホン酸及びその塩、底層溶存酸素量を測定した。測定結果は参考資料 8 に示

す。 

(1) 全亜鉛 

 全亜鉛は、「2 特殊項目」として全亜鉛の測定を行った地点を除き、河川 44 水域 67 地

点、湖沼 3 水域 7 地点、海域 11 水域 38 地点、計 112 地点で測定した。最大値が最も高

かった地点は御祓川下流の仙対橋で、最大値は 0.07 mg/L であった。平均値が最も高か

った地点は伏見川の米泉橋で、平均値は 0.041 mg/L であった。 

(2) ノニルフェノール 

 ノニルフェノールは、河川 47 水域 76 地点、湖沼 4 水域 8 地点、海域 11 水域 38 地点、

計 122 地点で測定したが、いずれの地点も報告下限値（0.00006 mg/L）未満であった。 

(3) 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 

 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩は、河川 47 水域 76 地点、湖沼 4 水域 8

地点、海域 11 水域 38 地点、計 122 地点で測定した。最も高かった地点は、浅野川上流

の茅原橋で 0.0056 mg/L であった。 

(4) 底層溶存酸素量（底層 DO） 

 底層溶存酸素量は、湖沼 4 水域 8 地点、海域 11 水域 38 地点、計 46 地点で測定した。

最小値が最も低かった地点は河北潟の森下川河口地先で、最小値は 3.8 mg/L であった。

平均値が最も低かった地点は金沢港（甲）の泊地中央で、平均値は 7.7 mg/L であった。 
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１ 調査の概要 
 

 

県は、地下水の水質汚濁の状況を常時監視するため、平成元年度以降、水質汚濁防止法に基づ

く水質測定計画を作成し、この計画に基づき県及び金沢市が地下水の水質測定を実施している。 

 

1.1 測定期間 

   令和 6年 4月～令和 7年 3月 

 

1.2 測定井戸及び測定機関 

地下水の水質測定は、県内の水質の概況を把握する「概況調査」、概況調査や汚染井戸周辺地

区調査で地下水汚染を確認した井戸の状況を継続的に監視・調査する「定期モニタリング調査

（継続監視）」、概況調査等で基準を超過した井戸の周辺の地下水汚染状況を把握する「汚染井

戸周辺地区調査」に区分して実施した。 

各調査における測定井戸は、表 6、7、8に示すとおりである。 

(1) 概況調査 

68井（うち金沢市 7井） 

(2) 定期モニタリング調査（継続監視） 

 117井（揮発性有機塩素化合物 80井（うち金沢市 35井）、ヒ素 28井、硝酸性窒素及び亜硝

酸性窒素 2井、フッ素 9井、ホウ素 1井） 

(3) 汚染井戸周辺地区調査 

23井（揮発性有機塩素化合物 13井、ヒ素 7井、総水銀 3井） 

 

1.3 測定項目 

(1) 概況調査 

カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、ヒ素、総水銀、アルキル水銀※、PCB、 

ジクロロメタン、四塩化炭素、クロロエチレン、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエ 

チレン、1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、 

トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、 

シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、フッ素、 

ホウ素、1,4-ジオキサン、水温、pH、電気伝導率 

     ※アルキル水銀は、総水銀が検出された場合に測定 

 

(2) 定期モニタリング調査（継続監視） 

   ① 揮発性有機塩素化合物に関する調査 

ジクロロメタン、四塩化炭素、クロロエチレン、1,2-ジクロロエタン、 

1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、 

1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、 

水温、pH、電気伝導率 
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   ② ヒ素に関する調査 

ヒ素、水温、pH、電気伝導率 

   ③ 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素に関する調査 

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、水温、pH、電気伝導率 

   ④ フッ素に関する調査 

フッ素、水温、pH、電気伝導率 

   ⑤ ホウ素に関する調査 

ホウ素、水温、pH、電気伝導率 

 

(3) 汚染井戸周辺地区調査 

① 揮発性有機塩素化合物に関する調査 

ジクロロメタン、四塩化炭素、クロロエチレン、1,2-ジクロロエタン、 

1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、 

1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、 

水温、pH、電気伝導率 

   ② ヒ素に関する調査 

ヒ素、水温、pH、電気伝導率 

   ③ 総水銀に関する調査 

  総水銀、アルキル水銀、水温、pH、電気伝導率 

 

1.4 測定回数 

  (1) 概況調査 

    1回／年 

 (2) 定期モニタリング調査（継続監視） 

   2回／年 

 (3) 汚染井戸周辺地区調査 

   1回（新たに検出または環境基準超過が判明した場合に随時実施） 
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調査井戸
本数

調査機関
調査
項目

市町名
調査井戸
本数

調査機関

金沢市 7 金沢市 金沢市 35 金沢市

七尾市 5 石川県 七尾市 1 石川県

小松市 7 〃 小松市 4 〃

輪島市 2 〃 輪島市 1 〃

珠洲市 1 〃 加賀市 2 〃

加賀市 8 〃 羽咋市 2 〃

羽咋市 4 〃 白山市 29 〃

かほく市 3 〃 野々市市 3 〃

白山市 7 〃 津幡町 1 〃

能美市 3 〃 内灘町 1 〃

野々市市 2 〃 志賀町 1 〃

川北町 1 〃 県計 45 －

津幡町 2 〃 計 80 －

内灘町 2 〃 小松市 4 石川県

志賀町 6 〃 輪島市 1 〃

宝達志水町 2 〃 加賀市 2 〃

中能登町 4 〃 羽咋市 9 〃

穴水町 1 〃 かほく市 1 〃

能登町 1 〃 能美市 3 〃

県計 61 － 津幡町 1 〃

68 － 内灘町 3 〃

志賀町 1 〃

中能登町 1 〃

穴水町 2 〃

計 28 －
硝酸性窒素及び
亜硝酸性窒素 小松市 2 石川県

フッ素 加賀市 6 石川県

白山市 10 石川県 羽咋市 1 〃

能美市  3 〃 白山市 1 〃

計 13 － 能美市 1 〃

珠洲市  4 石川県 計 9 －

津幡町 3 〃 ホウ素 小松市 1 石川県

計 7 － 117 －

総水銀 能美市  3 石川県

23 －

ヒ素

合計

ヒ素

揮発性有機
塩素化合物

表6　概況調査井戸本数

揮
発
性
有
機
塩
素
化
合
物

市町名

合計

表7　定期モニタリング調査（継続監視）

井戸本数

合計

表8　汚染井戸周辺地区調査井戸本数

調査
項目

市町名
調査井戸
本数

調査機関
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２ 水質測定結果の概要 
 

 

2.1 概況調査 

概況調査の測定結果は、表 9に示すとおりであった。 

自然界に存在する 9物質のうち環境基準値を超過した項目は、ヒ素、総水銀の 2物質であった。 

自然界に存在しない 19 物質のうち環境基準値を超過した項目はなかったが、1,1,2-トリクロ

ロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンの 3 物質が環境基準値以下で検出した。 

（1）ヒ素 

68井のうち珠洲市、津幡町の各 1井において、環境基準値を超過（濃度各 0.031mg/L,  

0.017 mg/L）した。 

（2）総水銀 

   68井のうち能美市の 1井において、環境基準値を超過（濃度 0.0041 mg/L）した。 

（3）硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 

     68井のうち金沢市など 11市 7町の 61井において、環境基準値以下で検出された。 

（4）フッ素 

      68井のうち金沢市など 10市 4町の 23井において、環境基準値以下で検出された。 

（5）ホウ素 

   68井のうち小松市など 2市の 2井において、環境基準値以下で検出された。 

（6）1,1,2-トリクロロエタン 

   68井のうち七尾市の 1井において、環境基準値以下で検出された。 

（7）トリクロロエチレン 

   68井のうち能美市の 1井において、環境基準値以下で検出された。 

（8）テトラクロロエチレン 

   68井のうち白山市の 1井において、環境基準値以下で検出された。 

 

 

自然界に存在する物質  ：カドミウム、鉛、六価クロム、ヒ素、総水銀、セレン、 

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、フッ素、ホウ素 

自然界に存在しない物質 ：全シアン、アルキル水銀、ＰＣＢ、ジクロロメタン、四塩化炭素、 

クロロエチレン、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、 

1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、 

1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、 

1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、 

ベンゼン、1,4-ジオキサン 
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2.2 定期モニタリング調査（継続監視） 

  定期モニタリング調査（継続監視）の測定結果は、表 10～14に示すとおりであった。 

（1）揮発性有機塩素化合物 

8 市 3 町の 80 井のうちクロロエチレンが羽咋市及び志賀町の各 1 井(最大濃度 0.12 mg/L)

で、1,2-ジクロロエチレンが津幡町と志賀町の各 1井（最大濃度 1.4 mg/L）で、トリクロロエ

チレンが津幡町と志賀町の各 1井（最大濃度 2.4 mg/L）で、テトラクロロエチレンが金沢市の

2井（最大濃度 0.059 mg/L）において環境基準値を超過した。 

また、80 井から環境基準値を超過した 5 井を除いた 75 井のうち、57 井（金沢市 30 井、そ

の他の市町 35 井）において、テトラクロロエチレン等の揮発性有機塩素化合物が環境基準値

以下で検出された。 

（2）ヒ素 

6市 5町の 28井のうち羽咋市の 7井、小松市の 4井、内灘町の 3井、能美市、穴水町の各 2

井、加賀市、かほく市、津幡町の各 1 井において、ヒ素が環境基準値を超過（最大濃度 0.065 

mg/L）した。また、輪島市、加賀市、能美市、及び中能登町の各 1井において環境基準値以下

で検出された。 

（3）硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 

小松市の 2井のうちすべてにおいて、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素が環境基準値以下で検出

された。 

（4）フッ素 

4 市の 9 井のうち加賀市の 6 井、白山市の 1 井において、フッ素が環境基準値を超過（最大

濃度 1.3 mg/L）した。また、能美市の 1井において環境基準値以下で検出された。 

（5）ホウ素 

小松市の 1井のうち 1井において、ホウ素が環境基準値を超過（1.9 mg/L）した。 

 

2.3 汚染井戸周辺地区調査 

汚染井戸周辺地区調査の測定結果は、表 15～17に示すとおりであった。 

（1）揮発性有機塩素化合物（トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン） 

   白山市の 10井及び能美市の 3井のうち、白山市の 9井（概況調査で検出された 1井を含む）

においてテトラクロロエチレンが、能美市の 1井（概況調査で検出された井戸）においてトリ

クロロエチレンが環境基準値以下で検出された。 

（2）ヒ素 

   珠洲市の 4 井のうち 1 井において、環境基準値を超過（濃度 0.012mg/L）し、2 井（概況調

査で環境基準値を超過した 1井を含む）において環境基準値以下で検出された。 

   また、津幡町の 3 井のうち 2 井（概況調査で環境基準値を超過した 1 井を含む）において、

環境基準値を超過（最大濃度 0.017 mg/L）した。 

（3）総水銀 

   能美市の 3井のうち 1井（概況調査で環境基準値を超過した井戸）において、環境基準値を

超過（濃度 0.0010 mg/L）した。 
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表9　概況調査測定結果(その1)

カドミウム 全シアン 鉛 PCB

市町名 [0.003 mg/L以下] [検出されないこと] [0.01 mg/L以下]

n / k / m 最大値 n / k / m 最大値 n / k / m 最大値

金沢市 7 / 0 / 0 7 / 0 / 0 7 / 0 / 0

七尾市 5 / 0 / 0 5 / 0 / 0 5 / 0 / 0

小松市 7 / 0 / 0 7 / 0 / 0 7 / 0 / 0

輪島市 2 / 0 / 0 2 / 0 / 0 2 / 0 / 0

珠洲市 1 / 0 / 0 1 / 0 / 0 1 / 0 / 0

加賀市 8 / 0 / 0 8 / 0 / 0 8 / 0 / 0

羽咋市 4 / 0 / 0 4 / 0 / 0 4 / 0 / 0

かほく市 3 / 0 / 0 3 / 0 / 0 3 / 0 / 0

白山市 7 / 0 / 0 7 / 0 / 0 7 / 0 / 0

能美市 3 / 0 / 0 3 / 0 / 0 3 / 0 / 0

野々市市 2 / 0 / 0 2 / 0 / 0 2 / 0 / 0

川北町 1 / 0 / 0 1 / 0 / 0 1 / 0 / 0

津幡町 2 / 0 / 0 2 / 0 / 0 2 / 0 / 0

内灘町 2 / 0 / 0 2 / 0 / 0 2 / 0 / 0

志賀町 6 / 0 / 0 6 / 0 / 0 6 / 0 / 0

宝達志水町 2 / 0 / 0 2 / 0 / 0 2 / 0 / 0

中能登町 4 / 0 / 0 4 / 0 / 0 4 / 0 / 0

穴水町 1 / 0 / 0 1 / 0 / 0 1 / 0 / 0

能登町 1 / 0 / 0 1 / 0 / 0 1 / 0 / 0

合計 68 / 0 / 0 68 / 0 / 0 68 / 0 / 0

六価クロム ヒ素 総水銀 クロロエチレン

市町名 [0.02 mg/L以下] [0.01 mg/L以下] [0.0005 mg/L以下]

n / k / m 最大値 n / k / m 最大値 n / k / m 最大値

金沢市 7 / 0 / 0 7 / 0 / 0 7 / 0 / 0

七尾市 5 / 0 / 0 5 / 0 / 0 5 / 0 / 0

小松市 7 / 0 / 0 7 / 0 / 0 7 / 0 / 0

輪島市 2 / 0 / 0 2 / 0 / 0 2 / 0 / 0

珠洲市 1 / 0 / 0 1 / 0 / 1 0.031 1 / 0 / 0

加賀市 8 / 0 / 0 8 / 0 / 0 8 / 0 / 0

羽咋市 4 / 0 / 0 4 / 0 / 0 4 / 0 / 0

かほく市 3 / 0 / 0 3 / 0 / 0 3 / 0 / 0

白山市 7 / 0 / 0 7 / 0 / 0 7 / 0 / 0

能美市 3 / 0 / 0 3 / 0 / 0 3 / 0 / 1 0.0041

野々市市 2 / 0 / 0 2 / 0 / 0 2 / 0 / 0

川北町 1 / 0 / 0 1 / 0 / 0 1 / 0 / 0

津幡町 2 / 0 / 0 2 / 0 / 1 0.017 2 / 0 / 0

内灘町 2 / 0 / 0 2 / 0 / 0 2 / 0 / 0

志賀町 6 / 0 / 0 6 / 0 / 0 6 / 0 / 0

宝達志水町 2 / 0 / 0 2 / 0 / 0 2 / 0 / 0

中能登町 4 / 0 / 0 4 / 0 / 0 4 / 0 / 0

穴水町 1 / 0 / 0 1 / 0 / 0 1 / 0 / 0

能登町 1 / 0 / 0 1 / 0 / 0 1 / 0 / 0

合計 68 / 0 / 0 68 / 0 / 2 68 / 0 / 1

（[    ]：環境基準　k：環境基準値以下検出井戸数　m：環境基準値超過井戸数　n：調査井戸数）
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表9　概況調査測定結果(その2)

PCB ジクロロメタン 四塩化炭素 1,2-ジクロロエチレン

市町名 [検出されないこと] [0.02 mg/L以下] [0.002 mg/L以下]

n / k / m 最大値 n / k / m 最大値 n / k / m 最大値

金沢市 7 / 0 / 0 7 / 0 / 0 7 / 0 / 0

七尾市 5 / 0 / 0 5 / 0 / 0 5 / 0 / 0

小松市 7 / 0 / 0 7 / 0 / 0 7 / 0 / 0

輪島市 2 / 0 / 0 2 / 0 / 0 2 / 0 / 0

珠洲市 1 / 0 / 0 1 / 0 / 0 1 / 0 / 0

加賀市 8 / 0 / 0 8 / 0 / 0 8 / 0 / 0

羽咋市 4 / 0 / 0 4 / 0 / 0 4 / 0 / 0

かほく市 3 / 0 / 0 3 / 0 / 0 3 / 0 / 0

白山市 7 / 0 / 0 7 / 0 / 0 7 / 0 / 0

能美市 3 / 0 / 0 3 / 0 / 0 3 / 0 / 0

野々市市 2 / 0 / 0 2 / 0 / 0 2 / 0 / 0

川北町 1 / 0 / 0 1 / 0 / 0 1 / 0 / 0

津幡町 2 / 0 / 0 2 / 0 / 0 2 / 0 / 0

内灘町 2 / 0 / 0 2 / 0 / 0 2 / 0 / 0

志賀町 6 / 0 / 0 6 / 0 / 0 6 / 0 / 0

宝達志水町 2 / 0 / 0 2 / 0 / 0 2 / 0 / 0

中能登町 4 / 0 / 0 4 / 0 / 0 4 / 0 / 0

穴水町 1 / 0 / 0 1 / 0 / 0 1 / 0 / 0

能登町 1 / 0 / 0 1 / 0 / 0 1 / 0 / 0

合計 68 / 0 / 0 68 / 0 / 0 68 / 0 / 0

クロロエチレン 1,2-ジクロロエタン 1,1-ジクロロエチレン トリクロロエチレン

市町名 [0.002 mg/L以下] [0.004 mg/L以下] [0.1 mg/L以下]

n / k / m 最大値 n / k / m 最大値 n / k / m 最大値

金沢市 7 / 0 / 0 7 / 0 / 0 7 / 0 / 0

七尾市 5 / 0 / 0 5 / 0 / 0 5 / 0 / 0

小松市 7 / 0 / 0 7 / 0 / 0 7 / 0 / 0

輪島市 2 / 0 / 0 2 / 0 / 0 2 / 0 / 0

珠洲市 1 / 0 / 0 1 / 0 / 0 1 / 0 / 0

加賀市 8 / 0 / 0 8 / 0 / 0 8 / 0 / 0

羽咋市 4 / 0 / 0 4 / 0 / 0 4 / 0 / 0

かほく市 3 / 0 / 0 3 / 0 / 0 3 / 0 / 0

白山市 7 / 0 / 0 7 / 0 / 0 7 / 0 / 0

能美市 3 / 0 / 0 3 / 0 / 0 3 / 0 / 0

野々市市 2 / 0 / 0 2 / 0 / 0 2 / 0 / 0

川北町 1 / 0 / 0 1 / 0 / 0 1 / 0 / 0

津幡町 2 / 0 / 0 2 / 0 / 0 2 / 0 / 0

内灘町 2 / 0 / 0 2 / 0 / 0 2 / 0 / 0

志賀町 6 / 0 / 0 6 / 0 / 0 6 / 0 / 0

宝達志水町 2 / 0 / 0 2 / 0 / 0 2 / 0 / 0

中能登町 4 / 0 / 0 4 / 0 / 0 4 / 0 / 0

穴水町 1 / 0 / 0 1 / 0 / 0 1 / 0 / 0

能登町 1 / 0 / 0 1 / 0 / 0 1 / 0 / 0

合計 68 / 0 / 0 68 / 0 / 0 68 / 0 / 0

（[    ]：環境基準　k：環境基準値以下検出井戸数　m：環境基準値超過井戸数　n：調査井戸数）
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表9　概況調査測定結果(その3)

1,2-ジクロロエチレン 1,1,1-トリクロロエタン 1,1,2-トリクロロエタン チウラム

市町名 [0.04 mg/L以下] [1 mg/L以下] [0.006 mg/L以下]

n / k / m 最大値 n / k / m 最大値 n / k / m 最大値

金沢市 7 / 0 / 0 7 / 0 / 0 7 / 0 / 0

七尾市 5 / 0 / 0 5 / 0 / 0 5 / 1 / 0

小松市 7 / 0 / 0 7 / 0 / 0 7 / 0 / 0

輪島市 2 / 0 / 0 2 / 0 / 0 2 / 0 / 0

珠洲市 1 / 0 / 0 1 / 0 / 0 1 / 0 / 0

加賀市 8 / 0 / 0 8 / 0 / 0 8 / 0 / 0

羽咋市 4 / 0 / 0 4 / 0 / 0 4 / 0 / 0

かほく市 3 / 0 / 0 3 / 0 / 0 3 / 0 / 0

白山市 7 / 0 / 0 7 / 0 / 0 7 / 0 / 0

能美市 3 / 0 / 0 3 / 0 / 0 3 / 0 / 0

野々市市 2 / 0 / 0 2 / 0 / 0 2 / 0 / 0

川北町 1 / 0 / 0 1 / 0 / 0 1 / 0 / 0

津幡町 2 / 0 / 0 2 / 0 / 0 2 / 0 / 0

内灘町 2 / 0 / 0 2 / 0 / 0 2 / 0 / 0

志賀町 6 / 0 / 0 6 / 0 / 0 6 / 0 / 0

宝達志水町 2 / 0 / 0 2 / 0 / 0 2 / 0 / 0

中能登町 4 / 0 / 0 4 / 0 / 0 4 / 0 / 0

穴水町 1 / 0 / 0 1 / 0 / 0 1 / 0 / 0

能登町 1 / 0 / 0 1 / 0 / 0 1 / 0 / 0

合計 68 / 0 / 0 68 / 0 / 0 68 / 1 / 0

トリクロロエチレン テトラクロロエチレン 1,3-ジクロロプロペン ベンゼン

市町名 [0.01 mg/L以下] [0.01 mg/L以下] [0.002 mg/L以下]

n / k / m 最大値 n / k / m 最大値 n / k / m 最大値

金沢市 7 / 0 / 0 7 / 0 / 0 7 / 0 / 0

七尾市 5 / 0 / 0 5 / 0 / 0 5 / 0 / 0

小松市 7 / 0 / 0 7 / 0 / 0 7 / 0 / 0

輪島市 2 / 0 / 0 2 / 0 / 0 2 / 0 / 0

珠洲市 1 / 0 / 0 1 / 0 / 0 1 / 0 / 0

加賀市 8 / 0 / 0 8 / 0 / 0 8 / 0 / 0

羽咋市 4 / 0 / 0 4 / 0 / 0 4 / 0 / 0

かほく市 3 / 0 / 0 3 / 0 / 0 3 / 0 / 0

白山市 7 / 0 / 0 7 / 1 / 0 7 / 0 / 0

能美市 3 / 1 / 0 3 / 0 / 0 3 / 0 / 0

野々市市 2 / 0 / 0 2 / 0 / 0 2 / 0 / 0

川北町 1 / 0 / 0 1 / 0 / 0 1 / 0 / 0

津幡町 2 / 0 / 0 2 / 0 / 0 2 / 0 / 0

内灘町 2 / 0 / 0 2 / 0 / 0 2 / 0 / 0

志賀町 6 / 0 / 0 6 / 0 / 0 6 / 0 / 0

宝達志水町 2 / 0 / 0 2 / 0 / 0 2 / 0 / 0

中能登町 4 / 0 / 0 4 / 0 / 0 4 / 0 / 0

穴水町 1 / 0 / 0 1 / 0 / 0 1 / 0 / 0

能登町 1 / 0 / 0 1 / 0 / 0 1 / 0 / 0

合計 68 / 1 / 0 68 / 1 / 0 68 / 0 / 0

（[    ]：環境基準　k：環境基準値以下検出井戸数　m：環境基準値超過井戸数　n：調査井戸数）
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表9　概況調査測定結果(その4)

チウラム シマジン チオベンカルブ

市町名 [0.006 mg/L以下] [0.003 mg/L以下] [0.02 mg/L以下]

n / k / m 最大値 n / k / m 最大値 n / k / m 最大値

金沢市 7 / 0 / 0 7 / 0 / 0 7 / 0 / 0

七尾市 5 / 0 / 0 5 / 0 / 0 5 / 0 / 0

小松市 7 / 0 / 0 7 / 0 / 0 7 / 0 / 0

輪島市 2 / 0 / 0 2 / 0 / 0 2 / 0 / 0

珠洲市 1 / 0 / 0 1 / 0 / 0 1 / 0 / 0

加賀市 8 / 0 / 0 8 / 0 / 0 8 / 0 / 0

羽咋市 4 / 0 / 0 4 / 0 / 0 4 / 0 / 0

かほく市 3 / 0 / 0 3 / 0 / 0 3 / 0 / 0

白山市 7 / 0 / 0 7 / 0 / 0 7 / 0 / 0

能美市 3 / 0 / 0 3 / 0 / 0 3 / 0 / 0

野々市市 2 / 0 / 0 2 / 0 / 0 2 / 0 / 0

川北町 1 / 0 / 0 1 / 0 / 0 1 / 0 / 0

津幡町 2 / 0 / 0 2 / 0 / 0 2 / 0 / 0

内灘町 2 / 0 / 0 2 / 0 / 0 2 / 0 / 0

志賀町 6 / 0 / 0 6 / 0 / 0 6 / 0 / 0

宝達志水町 2 / 0 / 0 2 / 0 / 0 2 / 0 / 0

中能登町 4 / 0 / 0 4 / 0 / 0 4 / 0 / 0

穴水町 1 / 0 / 0 1 / 0 / 0 1 / 0 / 0

能登町 1 / 0 / 0 1 / 0 / 0 1 / 0 / 0

合計 68 / 0 / 0 68 / 0 / 0 68 / 0 / 0

ベンゼン セレン 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

市町名 [0.01 mg/L以下] [0.01 mg/L以下] [10 mg/L以下]

n / k / m 最大値 n / k / m 最大値 n / k / m 最大値

金沢市 7 / 0 / 0 7 / 0 / 0 7 / 7 / 0

七尾市 5 / 0 / 0 5 / 0 / 0 5 / 4 / 0

小松市 7 / 0 / 0 7 / 0 / 0 7 / 6 / 0

輪島市 2 / 0 / 0 2 / 0 / 0 2 / 2 / 0

珠洲市 1 / 0 / 0 1 / 0 / 0 1 / 1 / 0

加賀市 8 / 0 / 0 8 / 0 / 0 8 / 7 / 0

羽咋市 4 / 0 / 0 4 / 0 / 0 4 / 4 / 0

かほく市 3 / 0 / 0 3 / 0 / 0 3 / 3 / 0

白山市 7 / 0 / 0 7 / 0 / 0 7 / 7 / 0

能美市 3 / 0 / 0 3 / 0 / 0 3 / 1 / 0

野々市市 2 / 0 / 0 2 / 0 / 0 2 / 2 / 0

川北町 1 / 0 / 0 1 / 0 / 0 1 / 1 / 0

津幡町 2 / 0 / 0 2 / 0 / 0 2 / 1 / 0

内灘町 2 / 0 / 0 2 / 0 / 0 2 / 2 / 0

志賀町 6 / 0 / 0 6 / 0 / 0 6 / 6 / 0

宝達志水町 2 / 0 / 0 2 / 0 / 0 2 / 2 / 0

中能登町 4 / 0 / 0 4 / 0 / 0 4 / 4 / 0

穴水町 1 / 0 / 0 1 / 0 / 0 1 / 0 / 0

能登町 1 / 0 / 0 1 / 0 / 0 1 / 1 / 0

合計 68 / 0 / 0 68 / 0 / 0 68 / 61 / 0

（[    ]：環境基準　k：環境基準値以下検出井戸数　m：環境基準値超過井戸数　n：調査井戸数）
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表9　概況調査測定結果(その5)

フッ素 ホウ素 1,4-ジオキサン

市町名 [0.8 mg/L以下] [1 mg/L以下] [0.05 mg/L以下]

n / k / m 最大値 n / k / m 最大値 n / k / m 最大値

金沢市 7 / 3 / 0 7 / 0 / 0 7 / 0 / 0

七尾市 5 / 2 / 0 5 / 0 / 0 5 / 0 / 0

小松市 7 / 2 / 0 7 / 1 / 0 7 / 0 / 0

輪島市 2 / 1 / 0 2 / 0 / 0 2 / 0 / 0

珠洲市 1 / 1 / 0 1 / 1 / 0 1 / 0 / 0

加賀市 8 / 1 / 0 8 / 0 / 0 8 / 0 / 0

羽咋市 4 / 1 / 0 4 / 0 / 0 4 / 0 / 0

かほく市 3 / 1 / 0 3 / 0 / 0 3 / 0 / 0

白山市 7 / 2 / 0 7 / 0 / 0 7 / 0 / 0

能美市 3 / 2 / 0 3 / 0 / 0 3 / 0 / 0

野々市市 2 / 0 / 0 2 / 0 / 0 2 / 0 / 0

川北町 1 / 0 / 0 1 / 0 / 0 1 / 0 / 0

津幡町 2 / 2 / 0 2 / 0 / 0 2 / 0 / 0

内灘町 2 / 0 / 0 2 / 0 / 0 2 / 0 / 0

志賀町 6 / 3 / 0 6 / 0 / 0 6 / 0 / 0

宝達志水町 2 / 0 / 0 2 / 0 / 0 2 / 0 / 0

中能登町 4 / 1 / 0 4 / 0 / 0 4 / 0 / 0

穴水町 1 / 1 / 0 1 / 0 / 0 1 / 0 / 0

能登町 1 / 0 / 0 1 / 0 / 0 1 / 0 / 0

合計 68 / 23 / 0 68 / 2 / 0 68 / 0 / 0

（[    ]：環境基準　k：環境基準値以下検出井戸数　m：環境基準値超過井戸数　n：調査井戸数）
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図 15 概況調査区域図 
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図 16 定期モニタリング調査（継続監視）区域図（揮発性有機塩素化合物） （加賀地区） 

地図上の格子は一辺約 1 km 

 
約 1 km 

約 1 km 

- 112 -



  

図 17 定期モニタリング調査（継続監視）区域図（揮発性有機塩素化合物） （能登地区） 

地図上の格子は一辺約 1 km 

 
約 1 km 

約 1 km 
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図 18 定期モニタリング調査（継続監視）区域図（ヒ素） （加賀地区） 

地図上の格子は一辺約 1 km 

 
約 1 km 
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図 19 定期モニタリング調査（継続監視）区域図（ヒ素） （能登地区） 

地図上の格子は一辺約 1 km 
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図 20 定期モニタリング調査（継続監視）区域図（硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素） （加賀地区） 

地図上の格子は一辺約 1 km 
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地図上の格子は一辺約 1 km 
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図 21 定期モニタリング調査（継続監視）区域図（フッ素） （加賀地区） 

地図上の格子は一辺約 1 km 
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図 22 定期モニタリング調査（継続監視）区域図（フッ素） （能登地区） 

地図上の格子は一辺約 1 km 
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図 23 定期モニタリング調査（継続監視）区域図（ホウ素） （加賀地区） 

地図上の格子は一辺約 1 km 
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参考資料　　地下水の水質汚濁に係る環境基準

平成9年3月13日

環境庁告示第10号

項目 基準値 測定方法

カドミウム 0.003 mg/L 以下 日本産業規格（以下「規格」という。）K0102の55.2、55.3又は55.4に定める方法

全シアン 検出されないこと。

規格K0102の38.1.2（規格K0102の38の備考11を除く。以下同じ。）及び38.2に定める方
法、規格K0102の38.1.2及び38.3に定める方法、規格K0102の38.1.2及び38.5に定める方
法又は昭和46年12月環境庁告示第59号（水質汚濁に係る環境基準について）（以下「公
共用水域告示」という。）付表１に掲げる方法

鉛 0.01 mg/L 以下 規格K0102の54に定める方法

六価クロム 0.02 mg/L 以下

規格K0102の65.2（規格K0102の65.2.2及び65.2.7を除く。）に定める方法（ただし、次
の１から３までに掲げる場合にあっては、それぞれ１から３までに定めるところによ
る。）
１　規格K0102の65.2.1に定める方法による場合　原則として光路長50mmの吸収セルを用
  いること。
２　規格K0102の65.2.3、65.2.4又は65.2.5に定める方法による場合（規格K0102の65.の
  備考11のb）による場合に限る。）　試料に、その濃度が基準値相当分（0.02mg/L）増
  加するように六価クロム標準液を添加して添加回収率を求め、その値が70～120％であ
  ることを確認すること。
３　規格K0102の65.2.6に定める方法により塩分の濃度の高い試料を測定する場合　２に
  定めるところによるほか、規格K0170－7の7のa)又はb)に定める操作を行うこと。

砒素 0.01 mg/L 以下 規格K0102の61.2、61.3又は61.4に定める方法

総水銀 0.0005 mg/L 以下 公共用水域告示付表2に掲げる方法

アルキル水銀 検出されないこと。 公共用水域告示付表3に掲げる方法

ＰＣＢ 検出されないこと。 公共用水域告示付表4に掲げる方法

ジクロロメタン 0.02 mg/L 以下 規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法

四塩化炭素 0.002 mg/L 以下 規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

クロロエチレン
(別名塩化ビニル又は塩化
ビニルモノマー)

0.002 mg/L 以下 付表に掲げる方法

1,2-ジクロロエタン 0.004 mg/L 以下 規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法

1,1-ジクロロエチレン 0.1 mg/L 以下 規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法

1,2-ジクロロエチレン 0.04 mg/L 以下
シス体にあっては規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法、トランス体にあっては
規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法

1,1,1-トリクロロエタン 1 mg/L 以下 規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

1,1,2-トリクロロエタン 0.006 mg/L 以下 規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

トリクロロエチレン 0.01 mg/L 以下 規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

テトラクロロエチレン 0.01 mg/L 以下 規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

1,3-ジクロロプロペン 0.002 mg/L 以下 規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法

チウラム 0.006 mg/L 以下 公共用水域告示付表5に掲げる方法

シマジン 0.003 mg/L 以下 公共用水域告示付表6の第1又は第2に掲げる方法

チオベンカルブ 0.02 mg/L 以下 公共用水域告示付表6の第1又は第2に掲げる方法

ベンゼン 0.01 mg/L 以下 規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法

セレン 0.01 mg/L 以下 規格K0102の67.2、67.3又は67.4に定める方法

硝酸性窒素及び
亜硝酸性窒素

10 mg/L 以下
硝酸性窒素にあっては規格K0102の43.2.1、43.2.3、43.2.5又は43.2.6に定める方法、亜
硝酸性窒素にあっては規格K0102の43.1に定める方法

ふっ素 0.8 mg/L 以下
規格K0102の34.1（規格K0102の34の備考1を除く。）若しくは34.4（中略）に定める方法
又は規格K0102の34.1.1c）（注(2)第三文及び規格K0102の34の備考1を除く。）に定める
方法（中略）及び公共用水域告示付表7に掲げる方法

ほう素 1 mg/L 以下 規格K0102の47.1、47.3又は47.4に定める方法

1,4-ジオキサン 0.05 mg/L 以下 公共用水域告示付表8に掲げる方法

備考

1   基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする｡

2   「検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることを

 　 いう。

3   硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格43.2.1、43.2.3又は43.2.5により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じた

　　ものと規格43.1により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和とする。

4   1,2-ジクロロエチレンの濃度は、規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2により測定されたシス体の濃度と規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1によ

　　り測定されたトランス体の濃度の和とする
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